
事前の危機管理 備える 発生時の危機管理 命を守る 事後の危機管理 立て直す

聖隷学園の地震防災対策マニュアルの構成（全体像）

「事前の危機管理」がその後の対応全てにつながります。いつ起こるか分からない地震災害にきちんと備えることが重要です。

※地震発生時には震度が判断できないことから、初期対応の「落ちてこない・倒れてこない・物が移動してこない」場所への避難行動は、震度に関わらず必要です。

※災害対策本部の設置時期については、災害規模や、在校時、在宅時により変わることが考えられます。

※このフローチャートでは、初期対応を揺れが続いている期間、二次対応は揺れが収まってから津波や火災など地震の次に起こる危険から回避するまでの期間としています。

※発生時はマニュアルを見る余裕はありませんが、教職員の適切な判断と指示が必要です。事前に教職員がしっかりと理解しておくことが大切です。

Ⅰ平常時の対応

（地震防災体制の整備）
1.生徒等及び教職員の防災対応能力の向上に

ついて

2.施設設備等の安全対策について

3.災害対策本部の設置について

4.下校（引渡し）、休校、待機の対応について

5.災害時の情報伝達、情報収集について

6.三方原地区（三方原サミット）の防災連携につ

いて
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③周辺道路の安全確保及び避難誘導
【学生対応班、避難誘導班（係）】

災害対策本部に求められる機能と

その業務内容

・災害対策本部が掌握する事項

・的確な情報収集と発信、優先順位付

⑨三方原地区との連携
【情報連絡班、三方原地区災害対策本部】

④被害状況に応じた生徒等の帰宅、

保護者への引渡し、待機対応
【学生対応班、避難誘導班（係）、非常持出班（係）】
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⑤火元の確認
【消火班（係）】

②情報連絡活動、安否確認
【情報連絡班（係）、非常持出班（係）※本部立ち上げ】

Ⅱ.東海地震に関連する情報発

表時の対応
①東海地震に関連する調査情報（臨時）発表時

②東海地震注意情報発表時

③東海地震予知情報＝警戒宣言発令時

④東海地震に関連する各情報発表時の行動指針

（1）授業中・保育中、（2）登下校時、（3）学外活

動・臨地実習・園外保育中、（4）部活動中、（5）勤

務時間外（夜間・休日）

⑥施設内の安全確保
【施設設備班、建物検査班（係）】

⑧応急救護・救出救助
【（救出）救護班】
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⑦ライフラインの応急復旧
【施設設備班、給食・給水ライフライン施設班、建物検査班（係）】


